
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
七
年
六
月
四
日

参

議

院

法

務

委

員

会

政
府
及
び
最
高
裁
判
所
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一

長
期
間
の
審
判
を
要
す
る
事
件
等
の
裁
判
員
対
象
事
件
か
ら
の
除
外
手
続
に
つ
い
て
は
、
司
法
の
国
民
的
基
盤
の
確
立
を

目
的
と
す
る
裁
判
員
制
度
の
趣
旨
に
鑑
み
、
そ
の
決
定
は
極
め
て
例
外
的
な
措
置
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
的
確
な
運
用
が

な
さ
れ
る
よ
う
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。

二

裁
判
員
制
度
施
行
後
の
辞
退
率
の
上
昇
及
び
出
席
率
の
低
下
に
つ
い
て
十
分
な
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
裁
判
員
裁
判
に

対
す
る
国
民
の
参
加
意
欲
を
高
め
る
た
め
、
法
教
育
や
裁
判
員
制
度
の
意
義
及
び
内
容
に
関
す
る
広
報
啓
発
活
動
を
拡
充
し
、

裁
判
員
経
験
者
の
体
験
を
広
く
国
民
が
共
有
で
き
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

三

裁
判
員
の
心
理
的
負
担
を
緩
和
す
る
た
め
の
方
策
の
推
進
及
び
裁
判
員
等
の
守
秘
義
務
の
範
囲
の
明
確
化
に
つ
い
て
更
に

取
り
組
む
と
と
も
に
、
裁
判
員
制
度
の
運
用
を
注
視
し
つ
つ
、
守
秘
義
務
の
在
り
方
全
般
に
わ
た
っ
て
引
き
続
き
十
分
な
検

討
を
行
う
こ
と
。

四

地
方
公
共
団
体
、
企
業
等
と
の
協
力
体
制
を
強
化
し
て
、
特
別
な
有
給
休
暇
制
度
の
導
入
や
託
児
・
介
護
施
設
の
優
先
的

利
用
等
、
仕
事
や
家
庭
を
持
つ
国
民
が
裁
判
員
等
と
し
て
活
動
し
や
す
い
環
境
の
整
備
に
つ
い
て
更
に
積
極
的
に
取
り
組
む

こ
と
。

五

本
法
附
則
に
基
づ
く
三
年
経
過
後
の
検
討
の
場
を
設
け
る
に
当
た
っ
て
は
、
国
民
の
視
点
か
ら
の
見
直
し
の
議
論
が
行
わ

れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
踏
ま
え
、
裁
判
員
経
験
者
、
犯
罪
被
害
者
、
法
廷
通
訳
人
な
ど
の
裁
判
員
裁
判
関
係
者
の
意
見
が
反

映
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

六

当
該
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
国
民
の
司
法
に
対
す
る
理
解
・
支
持
を
更
に
深
め
、
司
法
の
国
民
的
基
盤
を
よ
り
強
固
な
も

の
と
し
て
確
立
す
る
観
点
か
ら
、
裁
判
員
制
度
の
対
象
の
範
囲
、
死
刑
事
件
に
つ
い
て
の
裁
判
員
制
度
の
在
り
方
、
公
判
前

整
理
手
続
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
着
目
し
、
十
分
な
検
討
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


